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自動車 リサイクル法についての検討*

一EPRの 視点から一

淺 木 洋 祐

は じ め に

本研 究 で は,2002年 に 制 定 さ れ た 「使 用 済 自動 車 の 再 資 源 化等 に 関す る法 律

(以下,自 動 車 リサ イ ク ル法)」 を 取 り上 げ,そ の 制 度 設 計 を 拡 大 生 産 者 責 任

(ExtendedProduccrRespollsibility.以 下EPR)の 視 点 か ら検 討 す る 。 使 用

済 自動 車 処理 問題 に対 して は,早 い 時期 か ら生 産 者 に責 任 を課 す こ との必 要性

が 主 張 され て い た1ン。 それ に もか か わ らず,自 動 車 リサ イ ク ル法 が 制 定 さ れ る

ま で 生 産 者 に使 用 済 自動 車 処 理 に関 わ る責 任 を課 す 制 度 的 枠 組 み は存 在 しな

か っ た2)「,同法 は使 用 済 自動 車 の適 正 処 理 ・再 資 源 化 問 題 に お い て 初 め て 生 産

者 に貨 任 を求 め た とい う点で 画 期 的 だ とい って よい だ ろ う。

しか しなが ら,自 動 車 リサ イ クル法 の制 度 設 計 は,同 じ使 用 済 自動 車 問 題 を

取 り上 げ,先 に発 効 したEUの 廃 車 指 令(Directiveonend一 ・f-lifevehicles,

2000年10月 発効)と は異 な った 日本独 白 の もの と な って い る。 本稿 で は,自 動

車 リサ イ ク ル法 の制 定 背 景 な どを 踏 ま え て,同 法 が 使 用 済 自動 車 の逆 有 償 取

*本 稿は,環 境経済政策学会2004年 大会(於 広 島大学)で の報告 を加筆修正 した ものである。討

論者の浜本光紹 氏(獺 協大学)か ら,ま た総 合討論時 には細田衛士氏(慶 懸義塾大学〉か ら各々

有益 なコメ ン トを戴い た、、また、外川健一氏(九 州 大学),奥 真美 氏 帳 崎大学),竹 内啓介 氏

(竹内環境 リサ イクル研究所)他 多 くの方 々か ら,本 稿作成 にあた り貴重 なコメ ン トを戴いた。

記 して謝意 を表 したい。

1)† 直田[[992157-62ペ ージ、

2)自 動車 リサ イクル法以前に も,「再生資源 の利用 の促進 に関す る法律(1991年 〉」や同法 を改正

した 「資源 の有効利 用の促 進に関する法律(201)0年)」 で は,自 動 車メーカーに廃棄段 階 を考慮

した製 品設計 を行 うことを求めている。 しか しなが ら,こ れ らの法制度 は強制力 を伴 なわずド
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引3)の解消を日指 して制定されたものであることを明らかにす る。そして,逆

有償の解消が同法の制度的枠組みの中で十分に達成 しうるか否かについて分析

を加える。その上で,同 法の狙い及び制度的枠組みが,EPRの 議論からみて,

また,大 量廃棄社会から循環型社会へのパラダイム転換 という観点か らみて妥

当か どうかについて,EU指 令 との比較を行いながら検討する。

1自 動車 リサイクル法の目的

1自 動車リサイクル法制定の背景

近年,大 量生産 ・消費 ・廃棄社会の行き詰まりから,循 環型社会への転換に

向けた様々な取 り組みが実施されている。特に,循 環型社会元年 といわれる

2000年 には,循 環型社会形成推進基本法と関連六法が制定 ・改定されるなど,

循環型祉会づ くりへむけた一一6連の法制度が整備された。自動社 リサイクル法は,

このような循環型社会へ向けた法制度が整備されてい く大きな流れの中,2002

年に制定された、,

しかしなが ら,循 環型社会へ向けた一連の流れとは別に,自 動車 リサイクル

法が制定された直接的な背景には,主 として(1)逆 有償化にともなう既存の使

用済自動車 リサイクルシステムの崩壊 と,(2)EU廃 車指令の制定があると考え

られる㌔ 以下では,自 動車 リサイクル法制定の経済的背景について検討する。

もともと日本国内で発生す る使用済自動車は,有 価であることを前提 に,

解体業者,シ ュレッダー業者 ら民間業者 によって処理 ・リサイクルが行な

われてきた鯖。 しかしながら,鉄 スクラップ価格の下落や シュレッダーダス

＼実効性 に乏 しか った。 白動車 リサ イクル法以前 の使 用済 白動車 をめ ぐる政策 につ いては,外 川

[2000],植 田 ・喜多川[20011,山 谷編[2001』 等を参照。

3)こ れまで使 用済自動車 は,解 体業者 らが買い取 っていたのに対 し,処 分費の高騰等に より.逆

に処理費用 を請 求す るようにな った,こ の ように有償で引き取 られ ていた ものが,逆 に処理費用

を請求され ることを逆有償 といい,使 用済 自動車以外に古紙 空 き缶 などにもみ られる現象であ

る。詳 しくは田中[1998],植 田 ・喜多川,前 掲書等 を参照。

4)こ れらに加 えて環境 産業の育成を 目的 として 自動 車 リサイクル法が制定された との指摘 もある、
外川[2004」4-6ペ ージ。

5)植 田 ・喜多 川.前 掲書,82ペ ー ジ。
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第1図 シ ュ レ ッダー事 業 の 業態 推 移
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出所:日 本鉄 リサ イクル工業会調べ(産 業構 造審議 会資料,2001年)。
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ト6'の処分費用の高騰等の要因によって,使 用済自動車市場における逆有償化

問題が深刻化 した。逆有償化問題は,処 理費用が適正に転嫁できない場合に.

既存の事業者の経営が圧迫され,リ サイクル ・システム全体が機能不全に陥る

可能性や,使 用済自動車の不法投棄を助長する等の問題をひき起こす%事 実.

逆有償化問題の進展に伴い,使 用済自動車の不法投棄は増加傾向にあり,違 法

業者による野積み車両が問題となっている81。

逆有償化問題が特に顕在化 したのは,第1図 に示すように,従 来からの鉄 ス

クラップ価格の下落に加え,1994年 の廃棄物処理法施行令の改正 ・強化によっ

6)'シ ュレッダー ダス トとは,使 用済 自動車等を シュレッダーで破砕 して有 価物 を回収す る際に・

風力分別 される不要物 の呼 称で,プ ラスチ ックの他,ゴ ム、ガラス,繊 維 くず等か ら成 る混合廃

棄物 をい う。高月 ・酒井[1993」67ペ ー ジ。

7)植 田 ・喜多川.前 掲書,87-88ペ ー ジ、㌦

8)2001年8月 の環境 省の全国調査では,保 安基薬違反(野 積み)等 の台数が921】8台,不 法投棄

台 数等 が33958台 で あ り,計126076台 で あった、、しか し,2003年3月 の調査で は,各 々,122779

台,46027台,計168806台 と急増 してい る.
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て,シ ュ レ ッダー ダ ス トの処 分 費 用 が 高 騰 した こ とに よ る9,。 こ の 問題 に 対 し

て 、 通 商 産 業 省(当 時)に よ る 「使 用 済 自動 車 リサ イ ク ル イ ニ シ ア テ ィ ブ」

(1997年)や,そ の 要 求 を受 け た 日本 自動 車 工 業 会 に よ る 「自主 行 動 計 画」

(1998年)が 策 定 され,ま た 不 法 投 棄 防 止 と適 正処 理 推 進 の た め の マ ニ ュ フ ェ

ス ト制 度(1998年)が 導 入 され たlol。しか しなが ら,逆 有 償 間 題 と,そ れ に伴

う不 法 投 棄 等 の 諸 問 題 を 解 決 す る に は 至 らず,自 動 車 リサ イ ク ル法 の 制 定 に

至 った と考 え られ る 。

他 方 で,欧 州 で の使 用 済 自動 車 間 題 に対 す る政策 及 び その 議 論 は,1990年 頃

か ら行 わ れ て い た 。EU指 令 に至 る使 用 済 自動 車 に対 す る政 策 に 関 す る動 向 は
,

1989年 の欧 州 委 員 会 の 「廃 棄 物 管 理 に つ い て の コ ミュ ニ テ ィ戦 略(Community

Strategyf・rWasteManagement)」 に 従 い.欧 州 理 事 会 決 議 に お い て使 用 済

自動 車 が 「優 先 す べ き廃 棄 物 流(1)rlorltywastestrαlms)」 に含 ま れ た の が 始

ま りで あ るm。

EUに お け る議 論 は,日 本 の使 用 済 自動 車 の リサ イ ク ル に関 す る議 論 に影 響

を与 え て い る。 例 え ば,「 使 用 済 自動 車 リサ イ ク ル イ ニ シア テ ィブ」 に お け る

リサ イ クル 目標 率 等 の数 値 は,当 時 欧 州 で 議論 され て い た数 値 と,ほ ぼ 同 じで

あ る.こ の よ うな事 実 は,自 動 車 が 輸 出 入 の盛 ん な国 際 的 な商 品 で あ る こ とを

反映 して い る と考 え られ る。 す な わ ち,国 際 的 に見 て 重 要 な 自動 車 市 場 で あ る

EUに お け る規 制 の動 向 が,日 本 や ア メ リ カ合衆 国 等 の 自動 車 生 産 国 に影 響 を

及ぼ した の で あ る121。

9)実 際に埋立 て規 制が強化 されたの は1996年4月 か らであるL,規 制強化の きっか けにな ったのは,
1990年 の豊 島事件であ る。同事件 において,シ ュレッダーダス1・を多量 に含む不法投 棄 された廃

棄物か ら,PCBや 水銀な どの有害物 質が検 出された。 これに伴い シュ レッダー ダス トは.管 理
型処 分場へ埋め立て ることが義務付 け られた.管 理型処分場は残余容量が少ないため,処 理 価格
が高騰 してい る。

10)植 田 ・喜多11L前 掲 書,87-90ペ ージ.

11)Z・boiietaL[2000』p.13、 その背 景には.使 用 済自動車処理 に伴 う環境問題や,EU域 内市場

の形成.使 用済 自動 車の輸 出等の経 済的問題 があった。奥[2001〕107-108べ 一 ジ、、
12)∠obolietaLρ ρ ビ'ぬpp,144-145.た だ し,ア メリカ合衆国 で は,国 レベ ルで は な く,メ ー

カー レベ ルで対応・が行 われた,。
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しかしながら,最 終的に制定された日本の白動車 リサイクル法の枠組みは.

EU指 令の枠組み とは.後 に検討するように大きく異なっている点に注意する

必要がある。EU指 令は,日 本の自動車 リサイクル法の制定に影響したと考え

られる一方で,最 終的な枠組みには,あ まり影響を与えなかったと考えられる。

2自 動車リサイクル法の基本的な考え方

経済産業省などの関連省庁から同法の基本的な考え方として公表されている

のは,以 下の4点 である。

① これまで静脈インフラを担ってきた現在の関係事業者の役割分担を前提

としつつ,従 来のリサイクルシステムが機能不全となる主要因であるシュ

レ ッダー ダ ス ト,及 び 新 た な環 境 課 題 で あ る フ ロ ン類,エ アバ ッグ類 へ の

対応を行 う。これにより,市 場原理に基づいた使用済自動車のリサイク

ル ・適正処理の持続的な取組みの環境整備を図るとともに,白 動車製造業

者等における適正な競争原理が働 く仕組みとする。

② 使用済自動車から生じる最終埋立処分量の極小化を図る、

③ 不法投棄の防止に資する仕組み とする。

④ 既存制度 との円滑な接合を図る(本 年10月10か ら先行 して施行されて

いるフロン類回収破壊法(カ ーエアコン部分)は その枠細.みを基本的に引

き継ぎつつ,自 動車 リサイクル法の巾で一体的に扱 うこと等)凱

上記のうち,④ は自動車 リサイクル法と他の法制度との整合性についてであ

り,自 動車 リサイクル法の具体的な内容ではない。他方,① は同法の全体的な

制度設計の考え方について,そ して,② と③は個別の政策目標について述べて

いる。これらは,や や抽象的で判 りにくいが,逆 有償の解消という考えが共通

して見出せる。以下,①,②,③ について検討する。

①は,自 動車 リサイクル法の施行にあたって,ど のような枠組みで リサイク

ルを進めてい くのかについて言及している。自動車リサイクル法では,解 体業

f3)経 済産業省・環境省 「200215ベーシより転載。下線は原文のまま。



自動車リサイクル法についての検討(397)79

者,シ ュレッダー業者らを巾心とした既存のリサイクルシステムの存続を前提

にリサイクルを進めてい く。 しかしながら,先 に述べたように既存の リサイク

ルシステムは,逆 有償問題のために危機的状態にある。同法では,逆 有償問題

の原因であるシュレッダーダス トなどを生産者(自 動車 メーカー)に 引き取ら

せることで,既 存のリサイクルシステムを救済しようとするのである。

既存のリサイクルシステムによって実施される使用済自動車の処理 ・リサイ

クルでは最終的に埋め立て処分されるもののほとんどがシュレッダーダス トで

ある。したがって,② の最終埋立処分量の極小化とは,シ ュレッダーダストの

ことを指 している。 シュレッダーダストの埋め立て処分費用の高騰は,使 用済

自動車の逆有償化の主な原因の一つである。その埋立処分量の極小化を目指す

ことで,逆 有償の解消や使用済自動車のリサイクル率の向上を目指す。

③の不法投棄問題に対して,同 法は,改 止された道路運送車両法と連携 し,

自動車の登録制度の見直しを行なうことで,不 法投棄の防止を試みている.た

だ し、不法投棄問題は,既 に指摘 したとお り,逆 有償化にともなって深刻化す

る問題である。したがって,逆 有償の解消は不法投棄問題を緩和する。

以上,自 動車リサイクル法制定の背景 と,そ の基本的な考え方について検討 し

てきたが,同 法は逆有償の解消を主な狙いとして制定されたといってよいだろう。

Il自 動車 リサイクル法の制度設計と逆有償解消の可能性

本草では,自 動車リサイクル法の制度設計について検討 した上で,同 法の施

行によって逆有償の解消が可能か否かについて分析を加える,,

1自 動 車 リサイクル法の制度設計

自動 車 リサ イ ク ル法 は,EPRに 基 づ い て 制 定 され て い る。EPRは,廃 棄 段

階 に あ る製 品 の適 正 処 理 ・リサ イ クル等 を実 施 す る物 理 的 責任 と,そ の 費用 を

負 担 す る財 政 的責 任 を 生 産 者 を 中 心 に 再 配 分 す る政 策原 理 で あ る14〉。 以 下,同

14)OECD[2001]p,9.
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法の制度設計 における中心的な役割を担 う三品目引き取 りについて,EPRの

物理的責任と財政的責任の観点から検討する。

自動車 リサイクル法の制度設計において注目すべき特徴は,法 対象の品目が

限定されていることである。法の対象 となったのは,使 用済自動車そのもので

はな く,シ ュレッダーダスト,フ ロン類,エ アバ ッグ類の三品日のみである。

三品目に限定された理由について,例 えば,国 会答弁では,こ れらの品目を引

き取れば,逆 有償の間題が解決で きるからだとされている1%す なわち,逆 有

償の解消に必要と考えられる品目が選択されたといえる。

ただし,フ ロン類については,自 動車 リサイクル法以前に,特 定製品に係 る

フロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律(2002年 施行)が 制定さ

れてお り.自 動車リサイクル法は,こ れを引き継 ぐかたちとなっている。フロ

ン類については,適 正処理 ・リサイクルの問題 というよりも,む しろ,オ ゾン

層保護および地球温暖化の観点から対処されたといえる。他方で,エ アバッグ

類は有害物質を含んでいることから引き取 り品目に指定された。現在販売され

ている車両の多くにはエアバ ッグが装備されており,今 後,エ アバ ッグを装着

した多数の車両が廃車されることになり,、その処理が問題化する可能性があ

るL61、,したがって,三 品目のうち,現 実に逆有償化の原因となっていたのは.

シュレッダーダストのみ となる、

2生 産者への責任配分

同法における物理的責任と財政的責任は,こ のような法対象の品目の限定を

反映 した内容 となっている。物理的責任は,上 記三品目を引 き取 って適正処

理 ・リサイクル(フ ロン類については破壊)す ることとされ,自 動車メーカー

及び輸入業者に課されている,、財政的責任は,三 品目の引き取 りおよび,そ の

15)第154回 国会参議 院経済産業委員会 におけ る由崎力委 員に対す る大島慶久経 済産業副大臣答弁

(20(〕2年6月27日).倉 阪[20(〕2169ペ ージ。

16)た だ し,ア メ リカ合衆国では,エ アハ ッグが中古部品 として流通 してお 軌 引き取 り品目に設

定 したことを疑問視す る主張 もある。広 田[2002]61ペ ー ジ。
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再資源化等に要する費用 とされている。ただし,財 政的責任は,生 産者ではな

く自動車ユーザーに課されている17♪。

したがって,生 産者に課されている責任は主として三品目に関す る物理的責

任であり,き わめて限定されている匿}。同法の対象品目が三品目に限定された

こと・そして・生産者の責任が限定されたことによって,同 法を施行 して三品

目引取 りを行ったとしても基本的な使用済自動車の処理 ・リサイクルのフロー

は,こ れまでと大きくは変わらない。すなわち,使 用済自動車本体は,こ れま

で通 り解体業者,シ ュレッダー業者等によってリサイクル ・適正処理される
。

また,そ こでの使用済自動車の引き取 りは,こ れまで どおり市場原理に基づ く

ことになる。その過程で,フ ロン類,エ アバ ック類といった一部の品目と,最

終的に排出されるシュレッダーダス トが,自 動車製造業者によって引き取られ

て再資源化される軌 端的にいえば,既 存のリサイクルフローをそのままにし

て,三 品目引取 りの物理的責任及び,財 政的責任を追加的に位置付けたのが同

法である。

3EU指 令 との 比 較

EU指 令 で は,こ の よ う な 限 定 さ れ た 品 目 の 引 取 りで は な く
,使 用 済 自 動 車

全 体 を 対 象 と し て い る 。 ま た,そ の 際 の 費 用 負 担 は ,生 産 者 が す べ て,あ る い

は 大 部 分 を 負 担 す る と さ れ て い る(5 ,12条)。EU指 令 と 日 本 の 自 動 車 リ サ

17)新 車について は購 入時に,既 販車 につ いては車検時 または廃車時に支払 うこと とされる。18)電子
マニ ュフェス トの導入に伴 い,メ ーカーは百数 十億円の費用 を負担 し,シ ステムを構築 し

てい る。 この意味では,一 定程度 の財政的責任 を負担 していると考 えることも可能で あるが
,本稿では最 も費用を要す る三品

同引取 りと再資源化の費用負担 が生産者 に課 され ていない ことに注

ヨしたいドコ

19)自 動車 リサ イクル法で1よ シュレ ッダー ダス トを発生 させ ない処理 として
,使 用済 自動 車を鉄鋼

メーカーに引 き渡 し,あ るいは,輸 出する ことを認 め,こ れを解体 自動車全部利 用者 と定義づ

けて いる・この解体 自動車全部利 用者は,自 動車 リサ イクル法における一つの論点 であるが,本稿で は特には取 り上
げない。その理由は,全 部利用者 は三品 目の一つで ある シュ レ ノダーダス ト

を対象 とした処理 だ と位置づ けることがで き,し たが って,三 品口引取 りの一つの形態だ と考 え

られ る.こ のよ うに考 えた場合,そ の論点 は本稿における分析 とその結論 の範囲内 に概ね含 まれ

るか らである。ただ し,輸 出 に関 しては.輸 出先での不適正処埋 に伴 う環境問題の発生等が懸念

されている。輸出 の問題は.今 後.早 急に検討すべ き課題 の一つであ る。
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第1表 生産者への責任配分 の日本 ・EU比 較

物理的責任 財政的責任

自動車 リサ イクル法

三 品 目(シ ュ レ ッダ ー ダ

ス ト,エ ア バ ッグ類.フ

ロ ンガ ス類)

な し

(消費者支払い)

EU指 令 使用済自動車

使 用済自動 車の引 き取 り,

もしくはその費用 の全部

または相当部分

注1た だ し.消 費者が支払 うのは,三 品目の引取 ・再資源化費用。

イクル法は,同 じ使用済自動車を対象としてお り,ま た同じ政策原理である

EPRに 基づいて制度設計されている一方で,生 産者に配分される責任が,根

本的に異なっているのである。(第1表 参照)

自動車 リサ イクル法が.こ のような特徴を持つに至った理由は,先 に検討 し

た同法の目的か ら明らかである。すなわち,逆 有償の解消こそが同法の主要な

目的であ り,そ のために法の対象が逆有償を解消するために必要最低限な領域

に限定されたのである。

4自 動車リサイクル法の実施による逆有償の解消の可能性

自動車 リサイクル法の狙いである逆有償の解消は,同 法の制度設計で達成可

能なのか。、

三品目の引き取 りによる逆有償の解消については,い くつかの先行研究におい

て,そ の達成の不確実性が指摘されている。例えば.細 田[2001]は,鉄 スク

ラップの価格が低い状況で,シ ュレッダーダス トを引き取っても 逆有償の解消

は困難だと指摘している。日刊市況通信社[2001a],[2001b1は,2001年3月 当

時の状況をもとに,三 品目引取 りが実施された場合の解体業者やシュレッダー業

者の収支を具体的に推計 している.,その結果,三 品目の引取 りを行なった場合

シュレッダー業者は,ギ リギリ逆有償を回避できるが,解 体業者は使用済自動車

一台あたり60〔)0円強の赤字が生じ,逆 有償は解消されないと指摘している,1
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これらの先行研究が指摘 しているのは,使 用済自動車の引 き取 り価格を決定

するのは,シ ュレッダーダス トの処分費用だけではないという点である
。シュ

レッダーダス トの処分費用の高騰は,確 かに使用済白動車が逆有償化 した主な

原因の一つである。しかしながら,使 用済自動車の引き取 り価格は,シ ュレッ

ダーダス トの処分費用だけではなく,使 用済み白動車の発生台数や,業 者間の

競争のあり方といった市場の条件に加え,鉄 スクラップ価格や中古部品市場の

動向,自 動車の構成素材軌 タイヤやオイルなどの処埋費用,僻 体処理などに

要 す る諸 費 用 な どの 多 くの要 因 に よ っ て規 定 され て い る
。 多 くの要 因 に よ って

決 定 さ れ る使 用 済 白動 車 の 引 き取 り価 格 を.… つ の 要 因 に す ぎ な い シ ュ レ ッ

ダー ダス トを生 産 者 が 引 き取 る こ との み で
,逆 有 償 を解 消 し よ う とす る こ とに

不 確 実 性 が 伴 う こ とは 自明 で あ る。

また,自 動 車 リサ イ クル 法 の施 行 は,シ ュ レ ッダー ダス トの引 き取 りに よ っ

て,使 用 済 自動 車 の市 場 価 格 を引 き上 げ るだ け で は な く
,逆 に引 き下 げ る可 能

性 もそ な え て い る。 例 え ば,自 動 車 リサ イ ク ル法 の 施 行 に伴 い
.電 子 マ ニ ュ

フ ェ ス トヘ の 記 入 が 義務 付 げ られ るが
,こ れ に と もな って事 業者 に要 求 され る

手 続 きは 複 雑化 す る。 また,自 動 車 リサ イク ル法 に基 づ い て新 た に業 の許 可 を

取 得 す るた め に,解 体 業 者 や シ ュ レ ッダー業 者 は,様 々 な要 件 を満 た す 必 要 が

生 じる。 したが っ て、 自動 車 リサ イ クル 法 は
,シ ュ レ ッダー ダス トを 引 き取 る

こ とに よ っ て,使 用 済 み 自動 車 の価 格 を引 き上 げ るだ け で は な く
,解 体 業 者 ら

の 処 理 費 用 な どを上 昇 させ る こ とに よ って
,逆 に 価格 を 引 き下 げ る可 能 性 も備

え て い る。 他 方 で ,第2図 に示 す よ うに,2002年 以 降,鉄 ス ク ラ ップ価 格 が

高騰 した。 この 鉄 ス ク ラ ップ価 格 の 高騰 に伴 い。 使 用 済 自動 車 市 場 に お け る逆

有 償 問題 は解 決 され つ つ あ る嬰 逆 有 償 の 解 消 を狙 った 自動 車 リサ イ ク ル法 の

20)近 年泊 動車の構成素材のうち」 ノサイクルされないプラスチ
ックなどの比率が増大して㌧、る、

この結果 シュレッダーダストが増大することになり
,廃 車の価格が引き下げられる.こ の問題

については・植皿[1992LZ・b・lieul .、砂`',,等 を参照自
21)国 内の鉄スクラガ 価格の上昇は・輸出の急増にともなう鉄スクラ・,プ額 の変化に起因する

。急増 した輸出先は牌 国凍 南
アジア,r卜国である沖 でも経済成跡 続 く中国からの需要が圧

倒的に多い,,寄本[2003]109-110ペ ージ.,
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第2図 近 年 にお け る鉄 ス クラ ッブ(H2)価 格 の推 移(全 国 代 納 値 平 均)
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出所:口 刊市況通信社 『スクラップマンスリー』2004年6月 号より作成・

施行 を前 に,市 場 の 外 部 条件 の変 化 に よ って,す で に使 用 済 自動 車市 場 が 有 償

化 した ので あ る。 現 状 の鉄 ス ク ラ ップ価 格 の上 昇 は,逆 有 償 の 解 消 とい う点か

ら考 え た 場 合,好 ま しい とい え る。 しか しなが ら,国 内 の 鉄 ス ク ラ ップ価 格 は,

自動 車 リサ イ ク ル法 の 施行 とは無 関 係 に.国 内 の鉄 ス ク ラ ップ の需 要 や 国 際 的

な鉄 ス ク ラ ップ価 格 の 変動 等 に よ って決 定 され る。 した が って,今 後,鉄 ス ク

ラ ップ価 格 が,ど の よ うに変 化 す るか は,自 動 車 リサ イ ク ル法 で は 制御 で きず.

予 測 で きな い の で あ る。 鉄 ス クラ ップ価 格 が再 度 下落 した 場 合,自 動 車 リサ イ

クル法 は,逆 有 償 を解 消 で きない か も しれ ない 。

た だ し,自 動 車 リサ イ ク ル法で は,逆 有 償 が 解 消 され な か った場 合,引 き取

り品 目の 追 加 が実 施 され る こ と とな って お り.こ の点 につ い て は評 価 して よ い 。

しか し なが ら,品 目を 追加 した場 合,そ の 費用 徴 収 を どの よ うにす るの か な ど

の問 題 が 生 じる し.ど の 程 度.柔 軟 に問 題 に対 応 で き るか に よ って,政 策 実 施

に タイ ム ラ グが 生 じる な どの 問題 が 生 じる こ と に な る。 この 点 につ い て は,後

述 す る,、
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lII自 動車 リサイクル法の狙いと循環型社会

このように,自 動車 リサイクル法の三品目引取では
,逆 有償の解消は不確実

である。 しか しながら,よ り根本的な問題 として,逆 有償の解消によって既存

の リサイクルシステムの活用を主な狙いとした同法の問題設定は
.は た して十

分といえるであろうか。以下 ,同 法の狙いについて,そ の制度設計の基礎 と

なったEPRの 観点から見た場合 と,EPRを 始めとする廃棄物政策の最終的

な目標 ともいえる大量廃棄社会から循環型社会へのパラダイム転換の観点か ら

改めて検討を試みる。

1EPRの 狙い

EPRの 最 も重 要 な狙 い の 一 つ は
,生 産 者 に製 品設 計 段 階 か ら環 境 適 合 的 な

製 品 設 計(DesignforEllvironment,以 下DfE)を 行 なわ せ る こ とで あ る2」1
。

EPRは 生 産 者 に廃 棄 段 階 の責 任 を 課 す こ とに よ っ て
,製 品 設計 段 階 か ら廃 棄

物 問 題 へ の対 応 を行 わ せ,廃 棄 物 間 題 の上 流 で の 解 決 を 目指 す 政 策原 理 で あ る
.

OECDは 、製品設計段階からの環境叩慮 を重視 してお り
,例 えば,EPRの

特 徴 と して,(1)地 方 自治体 か ら上 流 の生 産 者 に責任 を再 配分 す る
,(2)製 品 の

設 計 段 階 にお い て 環 境 に配慮 す る誘 引 を生 産 者 に与 え る
,の2点 を指 摘 して い

る。 また,生 産 者 が 責任 を 引 き受 け る の は,製 品 ラ イ フサ イ クル 中 の環 境 影 響

を 最 小 化す るべ く,製 品 を設 計 す る時 で あ り.ま た,設 計 に よ って は 取 り除 く

こ とが で きない 影 響 に対 して物 理 的 お よび/ま た は財 政 的 責任 を 引 き受 け る 時

で あ る,と も述 べ て お り23),DfEを 重 視 して い る・

EPRを 最 初 に提 唱 した とさ れ るLhldhquvistも
,EPRの 主 要 な 狙 い を,DfE

だ と強 調 して い る貌Lindhquvistlよ ,DfEが 求 め られ た背 景 と して ,環 境 問題 に

22)大 塚[20021,細 田[2003] ,Ueta「2004]を 参照。
23)OECD,θ ρ`瓦,p.18.
21)Lindhquvist[2…]参 照・またWalls〔2・・4]でも

,DfElま,EPRの 噸 的な紛 であると指
摘されている,、
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対する予防的なアプローチ(PrevendveApproach)の 重要性があったと指摘 して

いる、、すなわち,EPRは 排出された廃棄物に対処するよりも より上流の生産

段階から対応することによって,予 防的に問題を解決しようとするのである1;

環境政策において予防的側面を重裡することは,Lindhquvist独 自の主張で

はない。この考え方は,例 えば,地 球環境間題とのかかわ りでヨーロッパを中

心に提唱されている。環境問題において予防的アプローチが重視されるのは,

事後的に被害を救済するには多大な費用を要すること,ま た,不 可逆的な被害

に対する事後的な救済は事実上困難だか らであるン1%

すなわち,製 品の上流段階においてL)fEに よって環境問題に対応 し,生 産

段階は もちろん,使 用段階,廃 棄段階での環境問題を予防的に阻止しようとす

るのがEPRだ といえる鋤。

2EPRか ら見 た三品 目引取 り

EPRの 最 大 の狙 いで あ るDfEの 観 点 か ら考 察 した 場 合,自 動 車 リサ イ ク ル

法 に対 して は,い か な る評 価 が 可 能 で あ ろ うか 。 白動 車ljサ イ ク ル 法 はEPR

に基づ い た政 策 で あ り,そ れ ゆ え に 限定 され て い る と はい え,一 定 程 度,生 産

者 に廃 棄段 階 にお け る責 任 を配 分 して い る。以 下,同 法 の狙 い で あ る逆 有 償 の

解 消 か ら は なれ て.同 法 の枠 組 み をEPRの 視 点 か ら検 討 す る、,

自動 車 リサ イ ク ル法 にお い て,自 動 車 メ ー カー の 貴 任 を 三 品 目引取 り と再 資

源 化 に 限定 した と い う事 実 は,工)fEの 可 能 性 を三 品 目の み に制 限 す る危 険 性

を と もな う、、,すな わ ち,少 な くと も シ ュ レ ッダー ダス トお よ び フ ロ ン類 エ ア

ノ園ッグ類 とい う三 品 目に対 して は,生 産 段 階 か ら廃 棄段 階 の 問題 を解 決 す る た

め のDfEを 行 う イ ンセ ンテ ィブを 生 産 者 に 与 え る こ とが 可 能 で あ る271。しか

25)植 田 「1996]108-109ぺ一ジリ

26)た だ し,1'in〔lhq11vistの搬 するp-tlveap【 一hと 予防願1(precautl・na・yprinciple)

の関係は,必 ずしも明らかではない。この点については,今 後の検討課題である.

271外 川[2004]で は,エ アバ ・ノグが引き取 り品目に加えられた背景を検討し・自動車の構成部品

として非常に新 しいエアバ ッグに対して,DfEを 推進する目的があったと推察している。外川

[2DO4]16ベ ージ,,
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しな が ら,生 産 者 の 責 任 を と も なわ な い 三 品 目以 外 につ い て は,DfEを 行 う

イ ンセ ンテ ィブを 生 産 者 に 与 え る保 証 は ない の で あ る。 自動 車 リサ イ クル法 に

お い て,三 品 目以 外 の,使 用 済 自動 車 そ の もの を取 り扱 うの は ,DfEを 実 施

す る こ とが 出 来 な い解 体 業 者 や シュ レ ッダー 業者 で あ り,自 動 車 メー カー で は

な い 。 した が っ て,例 え ば,中 古 部 品 の使 用 を進 め る よ うな ,あ るい は,解 体

段 階 で部 品 を取 り外 し,リ サ イ ク ルを進 め るコ8)とい った ,三 品 目以 外 の 側面 か

らDfEを 進 め る可 能 性 は,少 な くと も同 法 の 制 度 設 計 で は な ん ら保 証 され な

い 、⊃

また,同 法の枠組みでは,自 動車ユーザーが三品目の引取 り及び再資源化等

の費用を支払 う。EPRの 議論においては,第 一次的な費用の支払い者を生産

者にしたほうが,DfEへ のインセンティブがより強 く働 くとの指摘があ り,

この観京か ら見た場合,同 法の財政的責任の配分は.DfEへ のインセンティ

ブを弱めているといえる謝.

ただ しすでに述べたように 同法では,今 後.三 品目引き取 りによって逆有

償が解消できない場合,状 況に応 じて,引 取 り品目の追加を認める枠組みを設

定 している。この点については,三 品]以 外の品目へ も,将 来的な対応の可能

性を明示したという意味で,一 定の評価が町能である。 しか しながら,現 在生

産されている車両が,使 用済白動車 として処理されるのは,現 在の車齢から推

測すると,約10年 後となる301。したがって,追 加される品目に対 してDfEの

効果が実際に現れるのは,さ らに先 となる。また,引 取り品目を追加 していく

こと1よ 結局 間題が発生 してから事後的に対応することになり
,EPRの 狙

いであ り,環 境政策の基本的な狙いで もある予防的側面を担保出来ない。

三品目引取 りの問題点は、DfEの 観点以外からもある。例えば,三 品 目引

施 され て い る.東 畑[2(104]参 照 。

29)大 塚[2003]17ベ ー ジ,,

30)乗 用 車 の平 均 車齢 は。2002年 時 点 で10.55年

〕刊 自動 車新 聞社 他編 「2003]444ペ ー ジ,,

28)こ れ らの取 り組みは,実 際に自動車 メーカーによって,生 産段 階か らの環境配慮 設計 と して実

・.樋乗 用 車9
.12年,小 型 乗 用一車10.82年)で あ る。
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取 り以 外 に も,残 され た燃 料,ブ レー キ フ ルー ド等 の 液類 の有 害 性 が 既 に指 摘

され て い る311。これ らが 解 体 中 に適 切 に収 集 ・処 理 され ない とす れ ば,土 壌 汚

染 な どの様 々 な問 題 を引 き起 こす 可 能 性 が あ る。 既 知 の 問 題 で あ る,こ れ らの

品 目を引 取 り対 象 に しなか った 点 は,疑 問 無 しと しない 。

3循 環型社会から見た自動車リサイクル法

これまでの大量廃棄社会における廃棄物処理は,焼 却処理を巾心にした処理

システムであ り,大 量の廃棄物が発生することを前提にして,排 出された廃棄

物を速やかに処理処分することを目標 どしてきた。すなわち,生 産 ・流通 ・消

費という上流段階ではなく.廃 棄物が発生 した段階で対処するという、いわば

終末処理(elld-of-pipe)型 の対策が行われてきたのである。しかしながら,大

量廃棄を前提 とした終末処理システムは,廃 棄物の大量発生 と質的処理困難性

の深刻化等によって,行 き詰まりつつある。それゆえ.現 在の大量廃棄社会か

ら,循 環型社会づ くりへ向けた様々な取 り組みが実施されているのである・

しか しながら,目 指すべき循環型社会の具体的な姿は未だ確立 しているとは

いい難い。 したがって,自 動車リサイクル法が循環型社会づ くりへ向けた制度

設計を取 っているかどうかの評価を行 うには.循 環型社会の観点からよりも,

む しろ,既 存の大量廃棄社会の経済システムを転換する可能性があるか否かか

ら行うべきであろう。

DfEへ のインセンティブが弱 く,既 存の リサイクルシステムから最終的に

排出されるシュレッダーダス トの引取 りを中心とする同法の枠組みは,循 環型

社会というよりも,む しろこれまでの大量廃棄社会における終末処理的な対処

を前提とする政策だといってよい。すなわち,自 動車が大量に生産,消 費され,

廃棄されることを前提 として,既 存の解体業者 ・シュレッダー業者らの処理 ・

リサイクルに伴って最終的に排出されるシュレッダーダス トに加えて,フ ロン

類およびエアバッグ類といった一部の品目のみをメーカーによる処理 ・リサイ

31)Zobolietal.、01乳`ゴ`、.PP,127甲128・
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ク ルす るの が 自動 車 リサ イ クル法 で あ る。 した が って,同 法 は循 環 型 社 会 へ の

パ ラ ダ ィム転 換 とい うよ り も,む しろ逆 有 償 化 に と もな う既 存 の リサ ィ ク ル シ

ス テ ムの危 機 とい う問題 の解 決 の み を 目指 した対 症 療 法 的 ・終 末 処 理 的 な側 面

が指 摘 で き る。

lV制 度設計に関する提言

以上,ま とめると,三 品]引 取 りの問題点 としては,自 動車リサイクル法の

本来の狙いである ① 逆有償の解消が不確実であることに加えて,②DfE実

施のインセンティブの制限,③ 既知の有害物質の無視,の 三点を指摘するこ

とがで きる。

これらの三つの問題点を解消するための制度設計については,今 後の重要な

検討課題である。 しかしなが ら,少 な くともEU指 令のように使用済自動車

そのものを生産者が無償で引き取る場合,こ れらの間題点は解消される。すな

わち,使 用済自動車そのものを引き取るのであれば,市 場が どのように変化 し

ても,逆 有償化 とそれが引き起こす諸問題 も生 じないであろう。また,使 用済

自動車全体を考慮 したDfEを 行 うインセンティブを生産者に与えるであろう。

同様に引き取 り品目を一部に留めず,使 用済自動車全体としておけば,間 題の

ある品目が引き取られないという間題 も,そ もそも生 じない。三品目引き取 り

の問題点は,生 産者の責任を限定 したことに起閃しているといってもよいだろ

う3%

お わ り に

以上,自 動車 リサイクル法における中心的な制度設計である,三 品目引き取

32)た だ し、使用済 自動車全体を生産者の引 き取 り対 象と した場合,解 体業者や ンユ レッダー業者

等 の既存 の リサイクルシステムをどの ように位置づ けるのか,と い う問題が生 じる・ この場 合,
既 存の業者 の仕事 を一方的 に奪 って しまわないよ うな配慮が制度設計時に求め られる・ この点に一
ついては。EPR稼 策の制度設計のあ り方 とともに,公 平性 の観 点から も今後検討すべ き課 題で

あ る 。
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りについて検討を行なった。白動車 リサイクル法は,自 動車 メーカーに廃棄段

階の責任をはじめて課したという点で画期的だといってよい。また,政 策導入

に伴 うショックを小さくし,政 策の政治的受容性を高めたと考えるのであれば.

引き取 り品目を制限 しつつ,既 存の処理システムの尊重と,そ の活用を行 った

ことは評価で きる、,

しかしながら,生 産者の責任を限定 した三品目引き取 りという制度設計では,

法制定の狙いである逆有償の解消には不確実性が残されている。また,逆 有償

の解消を法制定の狙いとしたが故に.EPRに もとづいた制度設計 とされつつ

も,DfEの 推進や予防的側面などのEPR本 来の目的が希薄になるという問題

が生 じた。その結果,白 動車 リサイクル法は,循 環型社会へむけたEPR政 策

というよりも,む しろ,既 存の大量廃棄社会を所与 とした対症療法的 ・終末処

理的な側面を強 く持つ制度 となったのである。
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